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第１章   総 則 

 

（目的） 

第１条 本仕様書は、木曽岬町（以下「甲」という。）が実施する「木曽岬町立火葬場火葬業務委託」（以下「本

業務」という。）に適用し、安全かつ適正に履行するため、必要な事項を定めるものである。 

 

（業務の範囲） 

第２条 本業務の範囲は、特記仕様書に掲げる委託業務及びこれらに付随する一切の業務とする。 

 

（業務の履行） 

第３条 受託者（以下「乙」という。）は、本業務の公共的な使命及び社会的重要性を十分認識し理解し、良質

な運営管理を実施するとともに、施設の機能を十分に発揮できるよう契約書、仕様書、特記仕様書及び

その他関係書類に基づき甲の指示に従い、効率的・経済的かつ誠実に履行すること。 

   

（業務の体制等） 

第４条 乙は、本業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）については、火葬業務経験を有する者で、

火葬業務に関する専門知識、技術、能力を有し、乙に所属する職員で火葬業務に従事する者（以下「火葬

従事者」という。）１名以上をあたらせること。 

２ 業務従事者が休暇又は欠勤等で欠ける場合は、あらかじめ選任された交代要員を派遣し、業務に支障

のないよう対応すること。   

３ 業務従事者には、明朗快活で健康な者をあたらせること。 

 

（責任者の選任等） 

第５条 乙は、本業務を適正に履行するため必要な業務従事者を配置し、責任者として選任すること。 

２ 選任された責任者が病気その他の事由により、長期にわたり職務の履行が困難な場合は、新たに責任

者を選任すること。 

３ 選任された責任者は、病気、死亡、退職等極めて特別な理由を除き、原則として変更することはでき

ない。 

４ 乙は、責任者の他、副責任者を１名選任し、責任者の職務を補佐させることができる。 

 

（責任者の職務及び知識経験等） 

第６条 責任者の職務及び必要な資格、知識経験等は次に掲げるとおりとする。 

（１）責任者は、施設全般に精通し業務の十分な知識、経験を有し、甲の指示に従い、現場の業務に関する

指揮監督及び一切の事項を処理すること。 

（２）責任者は、業務の公共的使命の重要性に鑑み、関係法令等を遵守し、また、現場作業の安全及び秩序

を保ち、事故、火災、盗難等の防止に努めること。 

（３）責任者は、施設の異常又は故障を発見した場合は、速やかに適切な処理をとるとともに、甲に報告

し、その指示を受けること。 
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（４）責任者は、火葬場の運営管理実務経験を有する者であること。 

（５）火葬業務がある場合は、十分な体制を確保すること。 

（６）甲と乙との協議に、乙の代表として参加すること。 

 

（労務管理） 

第７条 乙は、本業務を実施するにあたり次に掲げる事項を遵守すること。 

（１）業務従事者の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚

生年金保険法、雇用保険法及び最低賃金法等の労働関連法規を遵守すること。 

（２）業務従事者の労働管理、人事管理上の一切の責任を負うこと。 

 

（教育・訓練等） 

第８条 乙は、施設の適正な管理と安定した運営を維持するため、必要な場合は、業務従事者に指導、教育、訓

練等を行うこと。 

２ 乙は、業務上特に危険な作業については、労働災害を防止するために万全な体制を確立し、業務従事者

に適正な作業教育を行うこと。 

 

（提出書類） 

第９条 乙は、契約締結後速やかに、次の書類を甲に提出すること。以後、変更が生じた場合も同様とする。 

（１）業務従事者名簿（従事者の住所・氏名・生年月日・資格・経歴等を記載し、写真を添付すること） 

（２）責任者選任届 

（３）業務分担表 

（４）緊急時の体制図 

（５）業務計画書、業務マニュアル 

（６）その他、甲が指示する書類 

 

（緊急事態発生時の対応） 

第 10 条 乙は、地震、大雨、台風等の災害時及び火災、機器類に関する重大な故障等の緊急事態の発生に備え、

マニュアルを作成し、業務従事者に指導を行うこと。 

２ 乙は、緊急事態が発生した場合は、マニュアルに従って直ちに適切な措置を講じたうえ、甲及び関係

機関に通報すること。 

３ 乙は、緊急事態発生時の対応措置について、甲に速やかに書面で報告すること。 

   ４ 乙は、緊急事態が発生した場合は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設への与える影響を

最小限に抑えるよう施設を安全に停止させるなど、二次災害の防止に努めること。 

 

（業務履行の確認） 

第 11 条 甲は、乙により実施される本業務の状況について必要な確認を行い、施設の運営管理の方法について

協議し、必要に応じて業務計画書及び業務マニュアル等を施設の現状に即した内容に改定するよう求め

ることができる。この場合においては、履行状況の確認は、乙から提出される各種報告書等により行う。 

２ 甲は、必要に応じ施設に係る調査を行うことができる。 
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３ 本業務の管理運営について斎苑使用者等からの意見を集約し、それを業務改善に反映させるため、甲

と乙は定期的に協議すること。 

４ 乙は、問題があると指摘された場合は、誠実かつ迅速に問題点の改善を行うこと。 

  

（個人情報の取り扱い） 

第 12 条 乙は、本業務を処理するにあたって、個人情報保護を図り、個人情報の施設外への持ち出しは禁止す

る。また、個人情報の大切さ、取り扱いの注意事項を業務従事者に周知・徹底し、万一これが漏洩した

場合の対策を講じること。 

 

（関係法令の遵守） 

第 13 条 本業務は、本仕様書及び特記仕様書によるほか、次に掲げる法令等を遵守し実施すること。 

（１）墓地、埋葬等に関する法律 （昭和 23年 5月法律第 48号） 

（２）墓地、埋葬等に関する法律施行規則 （昭和 23年 7月厚生省令第 24号）  

（３）木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例 （昭和 47年 12月条例第 31号） 

（４）木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則 （平成 25年 6月規則第 6 号） 

（５）個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月法律第 57号） 

（６）木曽岬町個人情報保護条例（平成 15年 3月条例第 1号）  

（７）木曽岬町個人情報保護条例施行規則（平成 15年 3月規則第 6号） 

（８）木曽岬町暴力団排除条例（平成 23年 3月条例第 3号） 

（９）業務従事者の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、健康保険法、 

厚生年金保険法、雇用保険法及び最低賃金法等の労働関連法規を遵守すること。 

（10）その他関係法令・規則・通達等 

 

（業務の引継） 

第 14 条 乙は、本業務を実施するための引継ぎ、教育及び研修等を行い、令和８年４月１日より、適正に業務

を履行できるための体制を確立しておくこと。なお、それに伴う経費は、乙の負担とする。 

２ 乙は、業務契約期間が終了後に新たな業務契約をする者に対し、業務の引き継ぎを行うこと。業務の

引き継ぎは、引継書及び現地指導によるものとし、円滑に本業務が継続されるよう最大限努めること。

なお、引継書の内容については、甲の承認を得ること。ただし、業務契約期間が終了後に同じ者が業務

契約を締結することとなった場合はその限りでない。 

 

 

（損害の賠償） 

第 15 条 本業務の実施にあたり、乙が第三者に損害を与えた場合、あるいは、甲の施設その他の備品等を損傷

又は滅失させた場合は、直ちに甲に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、乙の責任におい

て解決すること。これに係わる費用は全て乙が負担すること。 

 

 

（契約の変更） 
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第 16 条 甲は、必要があると認めた場合は、業務の内容を変更し又は業務を一時中止することができる。この

場合においては、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ、書面によりこれ

を定めること。 

 

（契約の解除） 

第 17 条 甲は、乙が契約に違反したこと等により、この契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められたとき、

及び甲の信頼を著しく失墜させ、あるいは多大な損害を甲、又は第三者に与えたときは、甲との契約を

直ちに解除することができる。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合、損害があるときは甲乙協議のうえ、その損害の負担を定め

ること。 

 

（再委託） 

第 18 条 本業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせることはできない。ただし、特殊な清掃業務及び

残骨処理業務等については、甲乙協議のうえ、専門業者等に委託できるものとする。 

 

（委託料及び支払方法）  

第 20 条 委託者は受託者に委託業務に要する経費として、委託料総額○○○○円（内、消費税○○○○円）を 

支払うものとする。 

２ 乙は、甲に当該月分（上記委託料を３６回で分割した額）を翌月１０日までに請求するものとする。 

３ 甲は前項の支払い請求書を受理した日から３０日以内に乙に支払わなければならない。 

４ 甲は、乙が前項に定める作業基準を守っていないと認めるときは、受託者に対する委託料の支払い 

を保留若しくは委託料の一部を減額することができる。 

 

（疑義） 

第 21 条 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定す

ること。 

 

 

 

第２章   業 務 要 領 

 

（業務計画） 

第 22 条 乙は、特記仕様書に定める業務計画書及び業務マニュアルを作成し、速やかに甲に提出し甲の承認を

得ること。 

 

（業務運営） 

第 23 条 本業務の運営は、業務計画書及び業務マニュアル等に基づいて、適正に本業務を履行すること。 

   ２ 甲の実施する修繕工事等に伴い、業務計画書等の変更が必要な場合は、甲乙協議のうえ変更すること。 

３ 乙は、施設の保守及び管理に注意を払い、特記仕様書に基づき施設保全管理業務及び施設等清掃業務
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を実施すること。 

４ 乙は、火葬霊灰、残骨処理業務にあたっては、特記仕様書に基づき公衆衛生上適正に実施すること。 

 

（報告書等） 

第 24 条 乙は、業務実績を明らかにするために、特記仕様書に基づき、火葬業務完了報告書を作成し、責任者

の記名捺印の上、指定された期日までに甲に提出すること。 

 

第３章   費 用 の 負 担 

 

（乙の負担費用） 

第 25 条 次の掲げる費用、物件は乙が負担すること。 

（１）業務従事者の給料、手当、福利厚生費等の人件費 

（２）業務従事者に支給する作業服、作業靴、ヘルメット、名札、防塵マスク、各種安全用具、点検用工 

具及び生活用具等の物件費 

（３）業務に必要な事務用消耗品（報告用紙類、筆記用具等）、事務用備品 

（４）乙と業務従事者との業務連絡に要する通信運搬費 

（５）清掃作業に伴う道具及び消耗品 

（６）火葬業務に必要な消耗品（焼香、線香、蝋燭等） 

（７）衛生用品（手洗い用石鹸、救急薬品等） 

（８）業務従事者に対する技術・労務・安全衛生・接遇等の教育に要する経費 

（９）業務の準備及び引継に必要な費用、人件費 

２  費用負担区分が不明確なものについては、その都度、双方誠意をもって協議したうえ決定すること。 

 



 

 

 

 

木曽岬町立火葬場火葬業務委託特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽岬町 
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第１章   業 務 概 要 

 

（業務の概要） 

第１条 業務の概要は、次に掲げるとおりとする。 

（１）業務委託名  木曽岬町立火葬場火葬業務委託 

（２）委託期間   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（３）業務実施場所 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中５０２番地 

          桑名郡木曽岬町大字源緑輪中３７番地 

（４）施設名称   木曽岬町立火葬場 

          木曽岬町立火葬場待合室 

（５）施設概要 

ア 火葬場  

炉前ホール、炉室（操作室）、火葬炉１基 

イ 待合室 

      和室（２４畳）、便所、流し台、コンロ等 

ウ その他 

      駐車場 

（６）業務の基準 

ア 開業日  

１月１日を除く全日。ただし、甲が必要と認めるときは、臨時に休業し又は開業することができる。 

イ 火葬時間  

火葬炉の使用は、１日最大２件とし、以下のとおりとする。ただし、甲が必要と認めるときは、開 

始時間を制限することができる。 

午前の部 午前 ９時３０分 から 午前 １１時３０分まで 

午後の部 午後 ２時００分 から 午後   ３時３０分まで 

ウ 業務従事者の勤務時間  

火葬開始の２時間前から、その一切の業務が終了するまでとする。 

 

（業務の範囲） 

第２条 業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。  

（１）次に掲げるものを準備業務とする。  

     ア 業務計画書、マニュアル作成 

     仕様書、本特記仕様書及び甲が提出する資料等に基づき本業務の詳細な内容を把握し、その業務に

必要な業務計画及びマニュアル等を作成すること。 

イ 業務実施体制の構築・業務従事者の配置 

本業務を履行するための適切な体制の構築及び業務従事者の配置を決定すること。 

ウ 業務従事者の研修等 

本業務における関係法令及び基本的な知識に関する研修を実施するとともに、火葬炉設備の操作及
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び施設の取り扱いについて事前に調査し確認すること。 

      エ 消耗品等の調達 

     本業務に必要な乙が負担する消耗品等を準備すること。 

（２）次に掲げるものを委託業務とする。  

ア 火葬業務 

（ア）火葬許可及び使用許可確認業務 

（イ）炉前業務 

（ウ）火葬業務 

（エ）収骨業務 

（オ）待合関連業務 

（カ）報告等業務 

（キ）施設維持管理業務 

（ク）施設各室等の日常清掃業務 

（ケ）保安業務 

イ 施設保全管理業務   

（ア）点検業務 

（イ）保守業務 

（ウ）記録及び報告 

ウ 施設等清掃業務 

（ア）定期清掃 

（イ）その他の清掃 

エ 火葬霊灰（残骨）処理業務 

 

（業務従事者の交代） 

第３条 乙は、業務従事者の変更が必要なときは、原則として１０日前までに必要書類を添えて甲に提出し、

承認を受けること。 

２ 乙は、業務従事者が交代するときは、十分な引継期間をもって交代すること。 

３ 乙は、甲の品位を傷つけるような者を従事させてはならず、適性を欠く業務従事者については、速や

かに乙の責任において、業務履行能力を有するように研修し、または有する者と交代させること。 

４ 甲は、業務履行にあたり不適切と認められる者については、甲乙協議のうえ交代させることができる。 

 

 

（業務従事者の服装） 

第４条 乙は、業務従事者に本業務にふさわしい安全かつ清潔な服装を着用させること。また、名札等により

業務従事者であることを明らかにすること。 
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第２章   基 本 的 事 項 

 

（基本的事項） 

第５条 本業務の遂行にあたっては、公の施設であることを十分に踏まえ、公平な運営を行うとともに、特 

定の団体や個人（業者を含む）等に有利又は不利になる取り扱いをしてはならない。また、以下の事 

項に十分留意すること。 

（１）利用者等の安全確保を十分留意すること。 

（２）利用者等の心情を理解し、親切で丁寧な対応を行うとともに、言動など細心の注意を払うこと。 

（３）利用者等からの意見・苦情等に誠意を持って対応すること。 

（４）宗教上の中立を保つこと。 

（５）名目の如何を問わず、使用者等から金品等を受領、又は要求をしてはならない。 

（６）葬儀執行業者や墓石販売業者の紹介・斡旋など特定の事業者等の営利活動に協力してはならない。 

（７）施設はたえず点検・清掃し、本業務に支障のないよう整備するとともに環境保全に対する取組に努め

ること。 

（８）霊柩車等の早着、遅延等について、葬祭業者等との連絡調整は十分行うこと。 

（９）業務従事者は、火気の始末を徹底し、火災の防止に努めること。 

（10）甲と密接に連携を図りながら本業務を行うこと。 

（11）昼夜を問わず電話連絡が確実につくよう配意すること。 

（12）障がい者及び高齢者等に配慮するとともに、必要な場合は介添えを行うこと。 

 

第３章   業 務 内 容 

 

（業務の内容） 

第６条 本業務の内容は、一般的なものについて定めるものであり、記載されていない事項であっても、火葬

場の良好な運営を維持し本業務に付随して当然必要と認められる事項については、乙は甲と協議して実

施すること。 

 

（火葬業務） 

第７条 死体火葬許可証・火葬場利用許可証を確認のうえ、搬入される遺体、胎児、人体の一部、胞衣・産汚

物の死骸を火葬又は焼却をする。一般的な業務内容については、次に掲げるとおりとする。   

（１）確認業務 

ア 業務実施通知（火葬依頼書）をＦＡＸ受信した後、確認後において、直ちに返送信すること。ま 

た、合わせてＦＡＸ受信の確認電話を入れること。 

イ 使用者等から提出された死体火葬許可証及び火葬場利用許可証の内容を確認すること。 

（２）炉前業務 

ア 使用者等及び霊柩車の出迎えを行うこと。 

イ 棺、使用者等を告別室へ円滑に誘導するとともに、お別れ式が神聖かつ荘巌に行われるように補

佐すること。 
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ウ 棺、使用者等を炉前ホールへ円滑に誘導するとともに、遺族代表者等立会いのもとに、棺を安全

に入炉すること。 

エ 棺の寸法、棺内副葬品等を確認し、周辺の環境にも配慮するとともに、収骨に支障がないよう、棺

内に不適当なものがあれば使用者等と相談のうえ処置すること。 

オ 入炉後、使用者等に火葬予定時間、収骨予定時間及び待合棟の使用等について説明し案内するこ

と。 

（４）火葬業務 

ア 火葬炉の運転操作及び監視は、定められた手順に従い、適切な焼骨の状態になるまで、安全に火

葬を行うこと。 

イ 火葬炉の運転は、関係法規を遵守し、環境保全に努めること。 

ウ 火葬炉の運転中は、常時常駐して運転監視にあたること。 

エ 火葬中に機器トラブルが発生した場合は、原因追究を行い、安全を最優先したうえで火葬の続行

及び完了に最大限の努力をすること。 

オ 火葬終了後、台車の整備点検及び炉内の清掃を行うこと。 

（５）収骨業務 

ア 火葬炉からの焼骨の引出し準備が整ったとき、遺族代表者等を炉前ホールまで案内誘導し、火葬

炉からの焼骨引出しに立ち会ってもらうこと。 

イ 遺族代表者等を台車（遺骨）とともに収骨室まで移動し安全に収骨できる用意を整えること。 

ウ 収骨方法は事前に説明し、使用者等全員が理解できるように努めること。 

エ 収骨に際しては、使用者等に対し適切な案内及び介添えを行うこと。 

オ 残骨・副葬品については、使用者等の同意を得た上で処理すること。 

カ 使用者等が円滑に退場するよう誘導・見送ること。 

キ 火葬霊灰及び残骨は、丁寧に分別して保管場所へ保管すること。 

 

（６）待合関連業務 

ア 待合室はセルフサービスとするが、床、机及び椅子等の清掃を行い、利用者に給湯関係の説明を

すること。 

イ 炉前ホールでの飲食は禁止とし、待合室で行うよう指導すること。 

ウ 待合室のごみの持ち帰りについて指導すること。 

エ 火葬終了後、収骨のため利用者等を炉前ホールへ案内すること。  

オ 待合室使用後、備品の有無及び床等の損傷を確認すること。 

カ その他使用者等の要望等に係ること。 

（７）報告等業務 

ア 火葬業務完了後、火葬業務完了報告書の作成を行い、責任者の記名捺印にて提出すること。 

イ 物品については不足のないよう留意し、不足が生じる前に担当課に報告し日常管理すること。 

ウ 乙は、苦情及びトラブルについては、現状分析と解決策を講じ甲へ書面により報告すること。 

（８）施設維持管理業務 

ア 火葬炉設備が正常に稼働するよう、操業開始前及び操業終了後に火葬炉及び再燃炉の炉内、燃焼
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装置、自動制御装置等の点検を実施しすること。 

イ 点検の結果、火葬炉設備に異常箇所が発見された場合には、直ちに甲に報告し、適切な措置を講

じ、常に正常な運転ができるよう整備すること。 

ウ 火葬炉設備の故障若しくは事故が発生したとき又はそのおそれのある場合は、直ちに甲に報告す

るとともに、応急対策を講じること。  

エ 施設の点検を行い、異常の有無を調べること。 

オ 燃料及びその他物品の残量を調べること。 

（９）施設の通常的清掃業務 

施設使用前又は使用後は、次に掲げる場所の清掃を行うこと。なお、廃棄物は適正に処理すること。 

ア 火葬場（炉前ホール、炉室（操作室）、窓ガラス、床及び関連備品等） 

イ 待合室（和室、便所、給湯所等） 

ウ その他（玄関ピロティ、駐車場、建物外部周辺等） 

（10）保安業務 

ア 次に掲げる事項を点検し、未処理のものは必要な処置を講じること。 

    （ア）盗難の防止 

    ① 入口車止めによる施錠 

    ② 火葬場各入口及び窓等の施錠 

    ③ その他、盗難防止に関すること 

    （イ）不正行為等の排除 

    ① 潜伏者・徘徊者・不審者の発見及び排除 

    ② 不正行為者の発見及び排除 

    （ウ）火災の防止 

    ① 電気器具のコンセント及びスイッチの確認 

    ② 照明の消灯 

    ③ ガス器具等の消化の確認 

    ④ タバコの吸殻の確認 

    ⑤ その他、防火に関すること 

    （エ）風水害等の予防 

    ① 風水害等による被害の予防 

    ② 隣接地帯から発生する不測の事態の早期発見とその処理 

    ③ その他、特に指示した事項 

    （オ）電話対応 

    ① 問い合わせへの対応 

    ② 呼び出し電話への対応    

    （カ）館内の電気・空調設備等の運転管理 

    （キ）入館者に対する問い合わせへの対応 

    （ク）必要時における構内駐車場の整理 

（ケ）その他保安上必要な事項 
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（施設保全管理業務） 

第８条 火葬炉設備、建設設備及びその環境を常に最良の状態に維持し、正常で効率的な運転を行うことによ

り施設運営に資すること。また、目視等簡易な方法により施設の劣化及び不具合の状況を把握し、保守

等の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資すること。万

一異常又は異常を予測した場合は適切な処理をとり、恒常的に施設を維持するよう努めること。 

（１）点検業務 

ア 施設の点検業務は、通常の使用状態で目視等による点検を原則とし、円滑な火葬業務を行うため、

点検を行うこと。 

イ 点検業務の範囲は、異音、異臭、汚損、過熱、変色、腐食、発錆、損傷、緩み、亀裂、脱落、漏

水及び不点灯等の異常を巡視、目視等により点検を行うこと。 

（２）報告 

     ア 点検の結果、異常箇所が発見された場合には、直ちに甲に報告し、適切な措置を講じること。 

      イ 火葬炉設備等の故障若しくは事故が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに甲に 

報告するとともに、応急対策を講じること。 

    

（火葬霊灰、残骨処理業務） 

第９条 火葬霊灰、残骨を搬出し火葬場に隣接する納骨堂に納めること。 

（１）慰霊祭等の催事ごとに出席し、慰霊に努めること。 

（２）作業中は安全に充分配慮すること。 

 

 

 


